
議案第９号 
 

教育プランの改正について 
 
上記の議案を提出する。 

 
令和８年４月８日 

 
 

 
鳥栖市教育委員会   

 教育長 佐々木 英利  
 
 

 
（提案理由） 
教育プランの一部を改正したいため、鳥栖市教育委員会の権限事務の一部を

教育長に委任し、又は臨時に代理させる規則第２条第１項第１号の規定により

この案を提出する。 
 



 

議案第９号 資料 

鳥栖市教育プランの改正について 

 
１ 現状 

① 教育プランの位置づけ 

鳥栖市教育の基本方針を見直し、教育基本法第 17 条第２項に基づく、地方公共団体が定め

る「教育の振興のための施策に関する基本的な計画」との位置づけで平成 25 年３月に策定。

以後、各年度の方針として毎年３月に改定を行い、議会にも配布している。プランに掲載さ

れた取組については、四半期ごとに進行管理を行い、定例教育委員会で報告している。 

 

②教育委員会事務点検評価との関係 

 平成 26 年度点検評価より、教育プランに掲載している具体的な取組を点検評価対象として

いる。 

 

③鳥栖市教育大綱との関係 

 教育プランは大綱の理念を実現するための教育委員会における具体的な取組を掲載するも

のと整理した。 

 

 

２ 改正案 

 別添のとおり 

 

◆主な改正点原案について 

 

箇所 改正内容 新 旧 

計画策定の趣旨

と位置付け 

内容の変更 

(Ｐ２) 

「市の宝である子どもを真

ん中に」を追加 
 

学校教育 

（内容の充実） 

取組の変更 

（Ｐ５） 

いじめ問題対策の拡充と推

進 

いじめを防止するための取

組の充実 

学校教育 

（内容の充実） 

活動指標の 

変更(Ｐ６） 

不登校児童・生徒の保護者

に対する支援に関する情報

提供数 

不登校児童生徒の不登校状

況に改善が見られた割合 

学校教育 

（内容の充実） 

活動指標の 

追加(Ｐ６) 

スクールロイヤーによる出

前授業及び教職員研修の実

施回数 

 

学校教育 

（環境整備） 

取組の変更

(Ｐ９) 

中学校水泳授業の在り方検

討 

水泳授業の在り方検証事業

の取組 

学校教育 

（環境整備） 

取組の追加

(Ｐ９) 

小・中学校体育館空調設備

整備方針策定 
 

学校教育 

（環境整備） 

取組の追加

(Ｐ９) 
小・中学校給食費の無償化  

学校教育 

（環境整備） 

取組の追加

(Ｐ９) 

新施設での中学校給食の提

供 
 

学校教育 

（環境整備） 

活動指標の 

追加(Ｐ10) 

食物アレルギー対応委員会

の開催 
 


